補助事業事前協議書（水害対策強化事業・ブロック塀等改修整備事業）

	（宛先）　京都市長
	　　　　年　　　　月　　　　日

	申請者の住所
	申請者の名称及び代表者名
名称

代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　印


以下のとおり補助を希望します。なお、補助事業の決定後は責任を持って事業実施するとともに、事業内容に変更が生じた場合は、京都市に速やかに報告します。
	１　希望する補助種別
	施設整備補助（改修）

	２　補助事業対象施設
の概要
	１　施設種別（合築の場合は全て記載）、定員数 

２　施設名（所在地）

３　施設の開設年月日（竣工年月日）

４　敷地面積（延べ床面積）

５　改修内容
　□改修箇所名：
　□改修箇所の老朽度合、経過年数：
　□現状、改修箇所は使用可能か？（使用可　　使用不可）

６　過去の補助利用実績の有無　　（有り　　無し）
　※過去に国補助を利用された場合、当該補助を受けられない可能性があります。


	３　補助希望額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	４　補助事業期間
	開始予定日　　　　年　　　月　　　日
完了予定日　　　　年　　　月　　　日
※国補助のため、事業開始時期にご注意ください。

	５　担当者
	氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
℡　　　　　　　　　　　　メールアドレス
関連書類の郵送先住所



※　添付書類　
１　整備予定地周辺住宅地図　　　　　　　　　２　整備予定施設平面図
３　概算見積（国へ2社分の提出が必要です）　４　補助希望事業の現状が分かる写真
５　法人定款　　　　　　　　　　　　　　　　６　施設パンフレット
７　収支予算見込書　　　　　　　　　　　　　８　直近の決算書
９　ハザードマップ等の指定区域の状況のわかる資料（水害対策のみ）
10　安全点検の結果のわかる資料（ブロック塀のみ）
11　抵当権を設定している場合は登記の写し
12　合築施設がある場合は面積一覧表

【留意事項】
補助対象となるのは次に掲げるいずれかの区域に所在する高齢者施設等において、台風等に伴う洪水、高潮による被害、土砂災害及び集中豪雨等による水害の発生時における利用者等の円滑な避難の実施及び水災害による被害の軽減を図るために行う事業に限る。

(ａ) 建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第３９条により指定された災害危険区域 
(ｂ) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第７条により指定された土砂災害警戒区域及び同法第９条により指定された土砂災害特別警戒区域
(ｃ) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条により指定された地すべり区域及び地すべり防止区域 
(ｄ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(ｅ) 津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３ 号）第５３条により指定された津波災害警戒区域及び同法第７２ 条により指定された津波災害特別警戒区域
(ｆ) 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第 ５６条により指定された浸水被害防止区域並びに特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）附則第２条により、なお従前によるとされた都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域
(ｇ) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号に規定する浸水想定区域（同法第１４条により指定された洪水浸水想定区域、同法第１４条の２により指定された雨水出水浸水想 定区域及び同法第１４条の３により指定された高潮浸水想定区域をいう。）
(ｈ) その他、水害における被害の発生の危険性が認められると災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条により作成された地域防災計画等で定める区域




